
滋賀県知事　　三日月　大造

１　処分の原因となった事実

　　建設業法第12条（第17条において準用する場合を含む。）の規定による廃業の届出があり、このことが同法第29条第１項第５号に該当する。

２　建設業の許可の全部を取り消したもの

商号または
名称

代表者 主たる営業所の所在地 許可番号

R7.11.5 渡邉鉄筋 渡邉　利光 長浜市木之本町田部485-4
（般-４）
第７０４４４号

土・と・筋

R7.11.6 真晃工業 北井　正勝 大津市杉浦町6-8
（般-６）
第１３２８２号

管

R7.11.13 （有）ワキ住建 脇　耕三 近江八幡市市井町21-9
（般-３）
第４１４２３号

土、建、大、と、舗、水

R7.11.14 中主建設 津田　泰行 野洲市比江1130
（般-３）
第２００９０号

建、大

R7.11.21 今宿工務店 今宿　正樹 東近江市柏木町355
（般-６）
第４２２６８号

建、大

（般-３）
第２３０４８号

屋

（般-５）
第２３０４８号

建

　建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により次のとおり建設業者の許可を取り消したので、同法第29条の５第１項の規定によ
り公告する。

処分年月日

処分を受けた者
取り消した
建設業の種類

令和8年1月14日

R7.11.25
（株）Ｃａｌｌｉｎ
ｇ

田中　隆次 守山市守山6-9-60



R7.11.28 （株）リンクス 上田　茂行 大津市西の庄19-10
（般-２）
第１１８８７号

建

R7.11.28 （株）湖清工業 川﨑　清彦 守山市中町216-1
（般-２）
第２００２９号

土・建・と・舗・水



３　建設業の許可の一部を取り消したもの

商号または
名称

代表者 主たる営業所の所在地 許可番号

R7.11.5 （株）広宣 横江　聡子 草津市野路6-5-1
（般-２）
第２１７５９号

土・鋼・塗

R7.11.5 ＮＫＣ（株） 重田　将利 近江八幡市若宮町669-16-101
（般-３）
第４２４５９号

建、大、左、石、屋、タ、鋼、筋、
板、ガ、塗、防、内、絶、具

R7.11.7 大晶電気（株） 山口　秀樹 甲賀市水口町杣中117
（般-２）
第３１３８６号

土

R7.11.12 （株）河原田工務店 河原田　正則 高島市今津町弘川1557-1
（般-７）
第８０１１１号

園・解

R7.11.12 （株）ＢＫＣ 尾谷　光 守山市洲本町2400-2
（般-６）
第４２２７５号

塗

処分年月日

処分を受けた者
取り消した
建設業の種類


